
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表

○

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
五
月
二
十
二
日
総
務
省

令
第
五
十
七
号
）

改

正

案

現

行

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に

関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令

関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令

平
成
十
四
年
五
月
二
十
二
日

平
成
十
四
年
五
月
二
十
二
日

総
務
省
令
第
五
十
七
号

総
務
省
令
第
五
十
七
号

最
終
改
正

平
成
二
十
三
年
―
省
令
第

号

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に

（
同
上
）

関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資
す
る
情
報

で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四
（
略
）

一
～
四

（
同
上
）

五

侵
害
情
報
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
（
以
下
「
携
帯
電
話
端
末
等

（
新
設
）

」
と
い
う
。
）
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
識
別
符
号
（
携
帯

電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
（
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備

と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
端
末
設
備

（
電
気
通
信
事
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
端
末
設
備
を
い
う
。
）
又
は

自
営
電
気
通
信
設
備
（
同
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
営
電
気
通
信
設
備
を

い
う
。
）
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
一
端
が
ブ
ラ
ウ
ザ

を
搭
載
し
た
携
帯
電
話
端
末
等
と
接
続
さ
れ
る
も
の
及
び
当
該
ブ
ラ
ウ
ザ
を
用
い
て
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
（
同
法
第
二
条
第
三
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
に
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、

電
気
通
信
（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
）
に
よ
り
送
信

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

六

侵
害
情
報
に
係
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
識
別
番
号
（
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ

（
新
設
）

ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
で
当
該
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
を
記
録

し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の

知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒

体
を
い
い
、
携
帯
電
話
端
末
等
に
取
り
付
け
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
識
別
す

る
た
め
に
割
り
当
て
ら
れ
る
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
送
信
さ
れ
た
も
の

七

第
四
号
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
割
り
当
て
ら
れ
た
電
気
通
信
設
備
、
第
五
号
の
携
帯

五

前
号
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
割
り
当
て
ら
れ
た
電
気
通
信
設
備
か
ら
開
示
関
係
役
務

電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
識
別
符
号
に
係
る
携

提
供
者
の
用
い
る
特
定
電
気
通
信
設
備
に
侵
害
情
報
が
送
信
さ
れ
た
年
月
日
及
び
時

帯
電
話
端
末
等
又
は
前
号
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
識
別
番
号
（
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の

刻

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
送
信
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
携

帯
電
話
端
末
等
か
ら
開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
用
い
る
特
定
電
気
通
信
設
備
に
侵
害

情
報
が
送
信
さ
れ
た
年
月
日
及
び
時
刻

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




